
政
治
家　

の
寄
附
は
禁
止
、
有
権
者
が
求
め
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す■

甘
楽
町
選
挙
管
理
委
員
会
（
総
務
課
内
☎

（74）
３
１
３
２
）　

　

政
治
家
が
選
挙
区
内
の
人
に
対
し
て

寄
附
を
す
る
こ
と
は
、
罰
則
を
も
っ
て

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
政
治
家
以
外
の
人
が
政
治
家

名
義
の
寄
附
を
す
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

政
治
家
に
対
し
て
寄
附
を
す
る
よ
う

勧
誘
や
要
求
を
す
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す
。
政
治
家
名
義
の
寄
附
を
求

め
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
威
迫

し
て
求
め
る
と
処
罰
さ
れ
ま
す
。

　

政
治
家
が
役
職
員
や
構
成
員
で
あ
る

団
体
や
会
社
が
、
選
挙
区
内
に
あ
る
人

に
対
し
て
、
政
治
家
の
氏
名
を
表
示
し

た
り
、
氏
名
が
類
推
さ
れ
る
よ
う
な
方

法
で
寄
附
を
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て

お
り
、
選
挙
に
関
し
て
寄
附
を
す
る
と

処
罰
さ
れ
ま
す
。

　

後
援
団
体（
い
わ
ゆ
る
後
援
会
）が
、

選
挙
区
内
に
あ
る
人
に
対
し
て
、
花

輪
・
供
花
・
香
典
・
祝
儀
や
こ
れ
ら
に

類
す
る
も
の
を
出
し
た
り
、
後
援
団
体

の
設
立
目
的
に
よ
り
行
わ
れ
る
行
事
や

事
業
に
関
す
る
寄
附
以
外
の
寄
附
を
す

る
と
、
処
罰
さ
れ
ま
す
。

　

政
治
家
が
、
選
挙
区
内
に
あ
る
人
に

対
し
て
、
答
礼
の
た
め
の
自
筆
に
よ
る

も
の
を
除
き
、
年
賀
状
、
寒
中
見
舞
い

な
ど
時
候
の
あ
い
さ
つ
状
を
出
す
こ
と

は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

政
治
家
や
後
援
団
体
が
選
挙
区
内
に

あ
る
人
に
対
し
て
、
主
と
し
て
あ
い
さ
つ

を
目
的
と
す
る
有
料
の
広
告
を
新
聞
・

雑
誌
・
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
・
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
な
ど
に
出
す
と
処
罰
さ
れ
ま
す
。

寄
附
禁
止
の
ル
ー
ル
を
守
り
ま
し
ょ
う

※政治家：立候補予定者や現在公職（衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会議員および長）にある人

（
※
）

地域の運動会・地域の運動会・
スポーツ大会への飲食物スポーツ大会への飲食物
などの差入などの差入

お祭りへの寄附・差入お祭りへの寄附・差入
また、開店祝などの花輪また、開店祝などの花輪

祝

町内会の集会・町内会の集会・
旅行などの催物への旅行などの催物への
寸志・飲食物の差入寸志・飲食物の差入入学祝・卒業祝入学祝・卒業祝

また、秘書等がまた、秘書等が
代理で出席する代理で出席する
場合の結婚祝や場合の結婚祝や
葬儀の香典葬儀の香典

入
学
祝祝

病気見舞病気見舞
また、お歳暮やまた、お歳暮や
お年賀などお年賀など

三ない運動
・贈らない！
・求めない！
・受け取らない！
これらのものも、政治家
の寄附禁止の対象と
なります。

みんなで徹底しよう　三ない運動

①
政
治
家
の
寄
附
の
禁
止

②
政
治
家
に
対
す
る
寄
附
の
勧
誘
・

要
求
の
禁
止

⑥
あ
い
さ
つ
を
目
的
と
す
る
有
料
広

告
の
禁
止

⑤
寒
中
見
舞
な
ど
の
あ
い
さ
つ
状
の

禁
止

③
政
治
家
の
関
係
団
体
の
寄
附
の
禁
止

④
後
援
団
体
の
寄
附
の
禁
止

町政の動き
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